
旭川市緑の審議会の委員を募集します

応 募 要 領

【募集人員】 ３名（原則として男女各１名以上）

※審議会全体の人数は１５名（学識経験者３名、市長が適当と認め

た者９名、公募委員３名）を予定しています。

【任 期】 委嘱の日（令和８年２月下旬頃を予定）から２年間

【応募資格】 審議内容に関心のある方で、次のいずれにも該当する方

①旭川市内に居住し、又は通勤通学している方

②令和８年２月１６日現在で満１８歳以上の方

③本市の附属機関の委員又は懇談会等の参加者に３つ以上就任して

いない方

④本市の市議会議員及び職員でない方

【応募方法】 所定の応募用紙（市ホームページからもダウンロードできます）に

必要事項を記入の上、持参、郵送、ファックス、又は電子メールの

いずれかの方法で御提出ください。

※提出された書類は返却いたしませんので御了承ください。

【応募期間】 令和７年１１月１７日（月）～令和７年１２月１６日（火）【必着】

【選考方法】 応募者が募集人員を上回った場合は、応募用紙に書かれた作文を基

に選考委員会において選考を行います。この場合において、直前の

任期にこの審議会の公募委員であった方は、選考の対象から除かれ

ます。また、他の機関に就任していない方を優先して選任します。

選考は、作文中の応募動機の積極性、応募者の考えるみどりの今後

の在り方、応募者の考え方の具体性・論理性を基準に評価を行いま

す。選考結果は応募者全員に書面でお知らせします。

【報 酬】 会議１回の出席につき、日額７，７００円を支給します。

（所得税等を源泉徴収します。）

【そ の 他】 会議は年数回、平日の日中又は夜間に２時間程度の開催を予定して

います。

旭川市緑の審議会は、市の附属機関であり、本市の緑地の保全及び緑化の推進

に関する基本的な計画その他重要な事項の調査審議を行っております。

この度、委員の任期満了による改選に伴い、公募による委員を募集します。

審議会について詳しくはこちら

【応募用紙提出先・問合せ先】

旭川市土木部公園みどり課

〒０７０－８５２５ 旭川市７条通１０丁目 第二庁舎４階

電話 ２５－９７０５ ＦＡＸ ２４－７０１０

電子メール kouenmidori@city.asahikawa.lg.jp インターネットからも

応募できます


